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 4 月２５日の緊急事態宣言発令にもかかわらず、新型コロナウイルスの猛威は依然続いています。

従来叫ばれてきた予防対策での三密（密閉・密集・密接）を避ける行動ですが、現在流行している

変異型ウイルスでは、屋外でも密集や密接が続くと感染することが報告されています。 

いま私たちの取るべき最善の対策は、不要・不急の外出を自粛し、「ステイ・ホーム」を実行する

ことに尽きるでしょう。 

 一方、羽曳野市におけるワクチン接種については、４月、５月の広報「はびきの」にて大きく報

じられていますが、三通りの方法があります。 

①集団接種会場（コロセアム）に行って接種を受ける。 

②かかりつけ医で接種を受ける。 

③巡回接種（高齢者施設など限定） 

①の集団接種はすでに５月２５日から高齢者へのワクチンの集団接種が 

開始され、７月頃からは一般向けの接種開始も予定されています。 

高齢者への接種の受付は４月末で一旦受付を中断していますが、後日再 

開される予定です。接種会場は羽曳が丘から遠いので、アクセスを気にされる方は、②を選んだ方

が良いかもわかりません。②の方法は６月から開始の予定です。インフルエンザの予防接種などと

同じ方法なので、かかりつけ医に問い合わせをしましょう。 

ワクチンには副反応は付きものです。各自で情報収集し、わからなければ、かかりつけ医に相談

するなどして、接種を受けるかどうかの判断は自分で行うことが求められています。なお、集団接

種を予約された方で都合によりキャンセルされる際は、必ず市へ連絡してください。 

http://www.habikigaoka.jp/ 
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羽曳が丘町会連合会の令和２年度決算報告および令和３年度予算案を掲載します。 

（集会所会計は集会所関連の収支、特別会計は施設維持・設備購入などに充てるものです。） 

令和２年度 監査報告書 

令和２年度（令和２年 4 月 1 日～令和

３年３月３１日）における羽曳が丘町会連

合会の会計監査について、下記のとおり報

告いたします。 

記 

（１）監査要領   

会計帳簿および証拠書類の閲覧と 

記帳の正確性 

収支決算報告に関わる関係書類の 

正当性（適正） 

 現金、預金等の管理状況  

 証拠書類の確認および保存状況 

（２）監査意見 

 監査要領にもとづき厳正なる監査 

の結果、適正かつ正確であるもの 

と認めます。         以 上 

   

令和３年５ 月１日   

羽曳が丘町会連合会  

     会計監査  村上 卓   

 

 

 

 

 

先日、5 月の連休明けに、羽曳が

丘小学校東門・羽曳が丘幼稚園東門

横に黄色の大きな横断幕が設置さ

れました。羽曳が丘育成協によるも

のです。 

コロナ禍の中、子ども達からマス

ク越しで、あいさつをしてもらうと

とてもいい気持になります。早く安

心して、あいさつが交わせられ、笑

顔がいっぱいあふれる街になって

ほしいものです。 
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羽曳が丘の集会所利用は緊急事態宣言が解除後も、十分なコロナ対策をお願いしております。

マスク着用、入館時のアルコール消毒、三密回避のほか、館内での飲食などもご遠慮いただい

ています。ぜひともご協力ください。 
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「マスク会食とは」 

「緊急事態宣言」の下、不要不

急の外出は慎むべきですが、ど

うしても会食が必要な場合は、

次の要領に従ってください。 

現在大阪府では、「４人以下での

マスク会食」をお願いしていま

す。 

飲食など飛沫が飛び交う場面で

は、感染リスクが高まります。 

会食においては、飲食する時だ

けマスクを外し、会話の際には

マスクを着用する「マスク会食」

の徹底をお願いします。 

 

＜マスク会食のポイント＞ 

(1) 入店時に手指のアルコール

消毒 

(2) マスクの着脱時はマスク表

面を触らないよう注意    

※手に触れた場合は、アルコー

ル消毒を 

（着脱の方法例） 

・片方の耳後ろのひも部分を持

ち、マスクを外して飲食 

・両方のひも部分を持ち、マス

クをあごまで下げて飲食 

（２つ目の方法は、周りの方を

感染リスクから守るという、最

低限の会食マナーとしては有

効） 

(3)おしゃべりを楽しむ際は、再

びマスクを着用 

 ⇒大事なことは、飲食の場面

で飛沫が飛び交わない工夫をし

ていただくことです。 

 新しい会食マナー、「マスク会

食」の徹底をお願いします。こ

の場合でも、アルコールは抜き

にしましょう。 
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コロナ情報などは、刻々変化しています。月 1 回発行の「連合会だより」では、最新の情報はカバーしきれま

せん。連合会ホームページ（http://www.habikigaoka.jp/）も是非ご活用下さい。 
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 羽曳が丘地区では各団体がコロナウイルスとの上手な付き合い方を模索し 

ながら、イベントの再開時期や方法などを検討・実施しております。 

５月１４日現在、羽曳が丘地区内のおもなイベントの対応状態です。 
 

施設名 場所 状況 

ＭＯＭＯプラザ 羽曳が丘西２丁目 緊急事態宣言発令中は事務手続きのみ可。 

図書館は休館。 

生きがいサロン６号館 羽曳が丘３丁目 緊急事態宣言発令中につき使用不可。 

第一・第二・第三集会所 丘１、西３、丘９ コロナに関する利用条件を遵守し利用可。 

 

イベント名 

主催者 

開催日時 

開催場所 

状況 

子育てサロン 

校区福祉委員会 

毎月第１水曜１０時～１２時 

  ＭＯＭＯプラザ 

令和３年度は開催中止。 

おしゃべりサロン 

校区福祉委員会 

毎月第１・第３土曜１０時～１２時 

  生きがいサロン６号館 

新年度開催は未定。 

 

ゆうゆうクラブ 

ゆうゆうクラブを支える会 

毎週火曜日１０時～１２時 

  生きがいサロン６号館 

６号館の閉館に伴い休止中。 

交流サロン 

羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

毎月第２土曜日１０時～１２時 

  第二集会所２階 

当面休止。 

名曲クラブ 

   羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

隔月第４土曜日１０時～１２時 

  第二集会所２階 

次回は７月２４日開催予定。 

月曜カフェ 

羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

毎週月曜日１０時～１２時半 

  第一集会所 

緊急事態宣言発令中につき休止。 

いきいき百歳体操 

花水木会第１部会 

毎週木曜日１４時から 

  第一集会所 

緊急事態宣言発令中につき休止。 

いきいき百歳体操 

   羽曳が丘Ｅ＆Ｌ 

毎週木曜日９時４５分、１０時半 

第二集会所 

緊急事態宣言発令中につき休止。 

カローリング 

   ニュースポーツクラブ 

毎月第３日曜日９時３０分～ 

  羽曳が丘小学校体育館 

４月休止、５月以降未定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町会連合会だより３月号に「羽曳が丘の消防署」を特集しましたところ、住民の方から次の

ご質問をいただきました。 

Ｑ：火事でもなさそうなのに、救急車と一緒に消防車まで来ている。何があったの？ 

Ａ：一般に救急車は３名がチームを組んで活動しています。救急の要請内容、周囲の環境など 

から多くの要員が必要と見込まれる場合、３～４名が１チームの消防隊が応援に駆け付け 

ることがあります。 

Ｑ：各家庭に火災警報器の設置が義務付けられたと聞きましたが？ 

Ａ：消防法が改正され、平成２３年６月以降、住宅には火災警報器の設置が義務付けられまし 

た。新築住宅はともかく、既存の住宅への設置はなかなか進まず、柏原・羽曳野・藤井寺 

の三市での設置割合は約６５％です。消防署では火災警報器の設置割合を９０％以上を目 

標に取組みを進めています。 

 

羽曳が丘地区内イベント開催状況羽曳が丘地区内イベント開催状況羽曳が丘地区内イベント開催状況羽曳が丘地区内イベント開催状況    

羽曳が丘の消防署－続編－羽曳が丘の消防署－続編－羽曳が丘の消防署－続編－羽曳が丘の消防署－続編－    

 


